
　　　　　このホームページで紹介する受動喫煙防止対策のお店は、【宿泊施設】では多数が

　　　行きかうロビーと館内飲食店を対象に、【飲食店】では店舗内を対象に、終日全面禁煙

　　　又は正しい完全分煙対策が施されている店です。

　　厚生労働省ガイドライン　分煙効果判定基準策定検討会報告書より

　 　 喫煙区域又は喫煙所と非喫煙区域との間を仕切る設備（壁やパーテーション等）が

　　　設置され、たばこの煙や臭いを屋外に排出させる換気装置が設置されていること。

      上層階が喫煙のフロアによる分煙も含む。

屋外へ排気

　　　粉じん濃度 　0.15m/立法ｍ以下

　　　一酸化炭素濃度 　１０ｐｐｍ以下

　　　気流　　　０．２ｍ/秒以上

　　　　　　　区切られた喫煙席 　 　区切られた喫煙室 　　　　　区切られた喫煙室

正しい分煙の方法 

壁やパーテー

排気装置を設置 

非喫煙区域 

受動喫煙防止対策の店  

喫煙区域 


